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令和７年１１月１日 

 

養護老人ホーム ふれあい館 
「特定施設入所者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護」 

重要事項説明書 
 

社会福祉法人 網走福祉協会

 

 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（北海道指定 第０１７５３００７４８号） 

 

 

当事業所はご契約者に対して特定施設サービス及び介護予防特定施設サービスを提供い

たします。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次

の通り説明します。 
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１． 事業者 

（１）法人名   社会福祉法人 網走福祉協会 

（２）法人所在地 北海道網走市南６条東３丁目５番地 

  （３）電話番号  ０１５２－４４－２２７１ 

  （４）代表者氏名 理事長 古賀 敏朗 

  （５）設立年月日 昭和５２年６月２４日 

 

２． 事業の概要 

（１） 事業所の種類 指定特定施設入居者生活介護 

指定介護予防特定施設入居者生活介護 

事業所番号 北海道第０１７５３００７４８号 

（２）事業の目的  当施設は、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、 

適正な特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護

を提供することを目的とします。 

（３）事業所の名称 養護老人ホーム ふれあい館 

（当事業所は併設事業として老人福祉法（昭和３８年法律１３３号） 

第１５条 第４項の規定により平成２８年１１月２４日養護老人 

ホームの認可を受けています） 

（４）事業所の所在地 網走市大曲２丁目２０番１号 

（５）電話番号    ０１５２－４３－２０１１ 

（６）管理者名    折館 奈己 

（７）当事業所の運営方針 当施設は、特定施設サービス計画及び介護予防特定入居者生活

介護に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上

の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、要介護状

態又は要支援状態となった場合でも、その有する能力に応じ自立

した日常生活を営むことができるよう援助を行う。 

（８）開設年月日   平成２８年１２月１日 

（９）事業所が行っている他の事業 養護老人ホーム 

 

３． 職員の体制 

職   種 配置基準 常 勤 非常勤 常勤換算 備  考 

管理者（施設長） 1 1  0.4 養護老人ホーム兼務あり 

生活相談員 1 1  0.2 養護老人ホーム兼務あり 

看護職員 1 1 1 0.7 養護老人ホーム兼務あり 

介護職員 8 20 0 11.0 養護老人ホーム兼務あり 

機能訓練指導（兼） 1 1 1  看護職員と兼務 

計画作成担当（兼） 1 1   介護職員、養護老人ホーム兼務 

令和５年４月１日現在 



- 3 - 

 

４．入居定員 養護老人ホームの定員５０名のうち、特定施設入居者生活介護及び介護予防特定

施設入居者生活介護の定員は３０名までとします。 

 

５．居室数  ５０室のうち、特定施設入所者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護の居 

室は１人部屋とし３０室までとします。 

※入居者が次のいずれかに該当する場合には、居室を変更することができます。但し、居室

を変更する必要が認められた場合は、施設と入居者又はその家族と協議の上決定します。 

・入居者の身体機能の低下等のため、居室の変更が適当と認められたとき。 

・上記のほか、居室の変更が必要と認められる時。 

 

６．サービス内容 

（１）特定施設サービス計画及び介護予防特定施設サービス計画の作成 

（２）入浴、排せつ、食事等の介護及び日常生活上のお世話。 

・食事提供時間（朝食７時４０分～、昼食１２時００分～、夕食１７時３０分～） 

・入浴提供 ２回／週以上（入浴ができない場合はお体をお拭きいたします） 

（３）日常生活動作の機能訓練 

（４）療養上の世話 

（５）健康チェック、健康に関する助言 

 

７．利用料金 

（１） 基本料金 

   以下は、１日当たりの負担割合１割の自己負担額です。（介護保険制度では、介護認定に 

よる要介護の程度、負担割合によって利用料金が異なります） 

なお、介護保険負担割合証に記載されている割合によっても自己負担額が異なります。 

１割以外の利用料金は、別紙をご覧ください。 

基本単価                                １日あたり 

※負担割合が 

１割の入居者 
要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

サービス利用料金     

１日     ① 
１，８３０円 ３，１３０円 ５，４２０円 ６，０９０円 ６，７９０円 ７，４４０円 ８，１３０円 

介 護 保 険 給 付      

１日      ② 
１，６４７円 ２，８１７円 ４，８７８円 ５，４８１円 ６，１１１円 ６，６９６円 ７，３１７円 

自 己 負 担 額        

１日 ③＝①－② 
１８３円 ３１３円 ５４２円 ６０９円 ６７９円 ７４４円 ８１３円 

 

（２）加算について 

下記の加算のうち、別に厚生労働大臣が定める基準に該当した場合に加算されます。 

ａ）サービス提供体制強化加算 

下記に該当している場合、１日につき以下のとおり算定されます。 



- 4 - 

 

・介護職員全体のうち、介護福祉士資格を有するものの割合が常勤換算法で６０％以上

であること。 

１．加算の名称と金額   サービス提供体制強化加算（Ⅱ） １８０円 

２．うち、介護保険から給付される金額                 １６２円 

３．サービス利用に係る自己負担額（１－２）                  １８円 

    ｂ）新興感染症等施設療養費 

      下記に該当している場合、１月に１回、連続する５日を限度として算定されます。 

       ・入所者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院

調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者等に対し、適切

な感染対策を行った上で、該当する介護サービスを行った場合 

１．加算の名称と金額   新興感染症等施設療養費   ２，４００円 

２．うち、介護保険から給付される金額               ２，１６０円 

３．サービス利用に係る自己負担額（１－２）                 ２４０円 

ｃ）退居時情報提供加算 

       下記に該当している場合、１回につき以下のとおり算定されます。 

      ・医療機関へ退所する入所者等について、退所後の医療機関に対して入所者等を紹介する

際、入所者等の同意を得て、当該入所者等の 心身の状況、生活歴等を示す情報を提供し

た場合      

１．加算の名称と金額   退居時情報提供加算     ２，５００円 

２．うち、介護保険から給付される金額               ２，２５０円 

３．サービス利用に係る自己負担額（１－２）                 ２５０円 

ｅ）介護職員等処遇改善加算（上記各種料金で算出された１ヶ月あたりの総額に加算） 

        （Ⅰ）１２．８％ 

         

※なお、介護保険給付額等に変更があった場合、変更された額に合わせて、入居者の負担

額を変更します。 

 

（３）保険の給付対象とならないサービス         

  ①理髪（理髪サービス） 

       月に１回程度、理容師の出張による理髪サービスをご利用いただけます。 

       利用料金：実費 

②貴重品の管理 

ご契約者またはご利用者の希望により貴重品管理サービスをご利用いただけます。詳細は以下

の通りです。 

○管理する金銭の形態：施設の指定する金融機関に預け入れている預金 

○お預かりするもの：上記預貯金通帳と金融機関へ届け出た印鑑、有価証券、年金証書 

○保管管理者：施設長 

○出納方法：手続きの概要は以下の通りです。  
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・預金の預け入れ及び引き出しが必要な場合、備え付けの届出書を保管管理者へ提出していた

だきます。 

・保管管理者は上記届け出の内容に従い、預金の預け入れ及び引き出しを行います。 

・保管管理者は出入金の都度、出入金記録を作成し、その写しをご契約者へ交付します。 

利用料金：いただいておりません。  

③レクリエーション、クラブ活動 

ご契約者の希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加していただくことができま 

す。 

利用料金：材料代、入館料等の実費をいただくことがあります。      

  ④複写物の交付 

ご契約者は、サービス提供についての記録はいつでも閲覧できますが、複写物を必要と 

する場合には実費をご負担いただきます。      

⑤クリーニング代金 

       衣類等のクリーニングを市内業者にご希望の方は実費をお支払いいただきます。 

⑥その他日常生活上必要となる諸費用実費 

日常生活品の購入代金等、入居者の日常生活に要する費用、医療費等で、入居者に 

ご負担いただくことが適切であるものに係る費用を随時ご負担いただきます。 

 

（４）支払い方法 

前記（１）（２）の料金は１ヶ月ごとに計算し、請求書を発行しご請求しますので、 

以下のいずれかの方法でお支払いください。 

ア．ご指定の金融機関口座からの自動引き落とし  

国内ほぼ全ての金融機関をご指定いただけます。 

イ．コンビニエンスストア等でのお支払い（アの手続きが完了するまで） 

 

８．介護保険被保険者証等の確認 

ご入居者の介護保険被保険者証及び介護保険負担割合証を確認させていただきます。 

 

９．協力医療機関等 

  当施設では下記の医療機関・歯科医療機関にご協力いただいております。 

（１） 協力医療機関 

・名 称   医療法人 讃生会  網走記念病院 

・住 所   網走市字潮見１５３番地の１  （０１５２）６１－０１０１ 

・診療科   内科、外科、整形外科 他 

（２） 協力歯科医療機関 

・名 称   丹羽歯科医院 

・住 所   網走市南６条東１丁目５番地  （０１５２）４３－６９３３ 
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10．施設利用にあたっての留意事項 

（１）面会時間 

    面会時間については、午前９時から午後１７時３０分までとします。 

（２）外出及び外泊  

外出外泊については、事前に職員にお届けください。 

（３）飲酒 

飲酒については、施設長が定めた時間と場所等の範囲内とします。 

（４）喫煙 

喫煙については、決められた場所でお願いします。 

（５）火気の取扱 

発火の恐れのある物品については、施設内に持ち込まないでください。 

（６）建物・備品の利用 

建物・備品の利用については、職員の指示に従い適切に利用してください。 

（７）金銭及び貴重品の管理 

金銭及び貴重品については、各自管理に十分気を付けてください。 

（８）宗教活動 

施設内で、他の入居者に対する宗教活動はご遠慮ください。 

（９）営利活動 

施設内で、営利を目的とした販売、勧誘、宣伝などはご遠慮ください。 

（10）ペット 

ペットの飼育はお断りします。 

 （11）その他 

    入居者同士及び職員との金品及び物品の貸し借りや、譲渡等は禁止します。 

 

11．緊急時の対応 

施設職員は、現に特定施設入所者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護の提供を

行っているときに入居者に病状の急変が生じた場合その他の必要な場合は、速やかに主治医

又は、あらかじめ当該施設が定めた協力医療機関への連絡を行う等必要な措置を講じるもの

とする。 

 

12．非常災害対策 

   ・防災設備   スプリンクラー、消火器、消火栓、非常用発電装置、 

自動火災報知設備と連動した消防機関へ通報する火災報知設備 

   ・防災訓練   年２回 

 

13．事故発生の防止及び発生時の対応 

  （１）施設は、入居者に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護 

の提供により事故が発生した場合は、総合振興局、市町村、当該入居者の家族等に連絡
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を行うとともに、必要な措置を講じる。 

（２）施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するものとする。 

（３）施設は、入居者に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護 

の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。 

 

14．守秘義務 

（１）施設職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た入居者又はその家族の秘密を漏ら 

してはならない。また、施設職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持する 

べく、必要な措置を講じるものとする。 

（２）施設は、サービス担当者会議等において、入居者の個人情報を用いる場合は 

入居者又はその家族の同意をあらかじめ文書により得ておくものとする。 

  （３）施設職員に対する守秘義務を厳守するための研修の実施 

 

15．虐待の防止 

施設は、入居者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。 

・虐待防止に関する責任者の選定及び設置 

・成年後見制度の利用支援 

・苦情解決体制の整備 

・施設職員に対する虐待防止の啓発、普及するための研修の実施 

 

16．苦情解決するために講ずる措置の概要 

措置の概要 

１．苦情の受付 

① 当事業所に対する苦情や相談は以下の窓口で受け付けます。 

○苦情受付窓口（担当者） 

  生活相談員    横田 伸也     電話 0152-43-2011 

  苦情相談員    網走消費者協会   電話 0152-44-7076 

○苦情解決責任者  施設長（管理者）   折館 奈己 

○受付時間      通常月曜日から金曜日  ８時３０分～１７時３０分 

                 （その他の時間帯も職員が受け付けます） 

② 行政機関その他苦情受付 

 

 

 

 

 

 

 

網走市役所 

介護保険係 

所在地    網走市南６条東４丁目１番地 

電話番号  0152-44-6111（ＦＡＸ0152-44-0077） 

受付時間  月～金 8：45～17：00 

国民健康保険団体連合会 

所在地    札幌市中央区南２条西１４丁目 

電話番号  011-231-5161 

受付時間  月～金 9：00～17：00 
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２．円滑かつ敏速に苦情処理を行うための処理体制・手順 

（１）苦情があった場合に受付担当者は、相手の言い分、内容を言葉や会話をそのままを客観的 

にかつ適切に記録します。 

（２）その場で解決できる苦情については、担当者が対応内容を記録し、責任者に報告します。 

（３）談担当者が必要あると判断した場合は、管理者を含めた苦情処理委員会を開催し、報告 

検討を行う。 

（４）検討後は速やかに必要な対応を行う。 

（５）相談担当者は、苦情に対する対応後、改善状況を点検する。 

（６）相談担当者は、苦情に関する一切の経過を記録簿に記載し、職員に回覧して発防止に 

役立てます。 

 

17．第三者評価の実施状況 

  実施していません。 
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令和  年  月  日   

 

 

特定施設入所者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護の提供の開始に際し、 

本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

 

 

     社会福祉法人 網走福祉協会 

     養護老人ホーム ふれあい館 

   説明者  職  種  ：                         

 

氏  名  ：                       印 

 

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、特定施設入所者生活介護及び 

介護予防特定施設入居者生活介護の提供開始に同意しました。 

                                                         

                入 居 者 

                 住 所                      

 

氏 名                      印 

                身元引受人 

                 住 所                       

 

氏 名                      印 

続 柄                                             

             電話番号                     
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＜重要事項説明書付属文書＞ 

 

１．施設の概要 

（１）建物の構造    鉄筋コンクリート造 地上２階 

（２）建物の延べ床面積     ２，６４２．３１ ㎡ 

（３）施設の周辺環境 

  網走駅より西に車で５分程の市営住宅を中心とした住宅街に立地し、網走湖、網走川に隣接した 

豊かな自然環境に恵まれた静かな場所です。 

 

２．職員の配置状況 

<配置職員の職種> 

 

  介 護 職 員…ご利用者の日常生活上の介護並びに健康保持のための相談・助言等を行います。 

          ３名の要介護認定利用者に対して１名、１０名の要支援認定利用者に対して 

１名の介護・看護職員を配置しています。 

  生 活 相 談 員…ご利用者の日常生活上の相談に応じ、適宜生活支援を行います。 

          常勤換算１名以上の生活指導員を配置しています。 

  看 護 職 員…主にご利用者の健康管理や療養上の世話を行いますが、日常生活上の介護、 

介助等も行います。 

          常勤換算１名以上の看護職員を配置しています。 

  機能訓練指導員…ご利用者の機能訓練を担当します。 

                    1名以上の機能訓練指導員を配置しています。 

  介護支援専門員…ご利用者に係る施設サービス計画（ケアプラン）を作成します。 

                    １名（兼務）の介護支援専門員を配置しています。 

  医  師…ご利用者に対して健康管理及び療養上の指導を行います。 

           １名の嘱託医師（網走記念病院から派遣）を配置しています。 
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３．契約締結からサービス提供までの流れ 

ご利用者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、入所後作成する「施設サ

ービス計画（ケアプラン）」に定めます。 

｢施設サービス計画（ケアプラン）｣の作成及びその変更は次の通り行います。（契約書第２条参照）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．サービス提供における事業者の義務（契約書第７条、第８条参照） 

当施設は、ご利用者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。 

①ご利用者の生命、身体、財産の安全確保に配慮します。 

②ご利用者の体調、健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連携のうえ、ご利用者

から聴取、確認します。 

③ご利用者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の３０日前までに、要介護認定の更新の申

請のために必要な援助を行います。 

④ご利用者に提供したサービスについて記録を作成し、２年間保管するとともに、ご契約者又は代

理人の請求に応じて閲覧させ複写物を交付します。 

⑤ご利用者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。 

  ただし、ご利用者又は他の利用者等の生命、身体を保護するために緊急やむを得ない場合には定

められた手続きを経た上で、記録を記載する等適正な手続きにより身体等を拘束する場合があり

ます。 

⑥事業者及びサービス従事者又は従業員は、サービスを提供するにあたって知り得たご契約者及び

ご利用者又はご家族等に関する事項を、正当な理由なく第三者に漏洩しません。（守秘義務）  

 ただし利用者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等にご利用者の心身等の情報を

提供します。 

  また利用者の円滑な退所のための援助を行う際には、あらかじめ文書にて契約者の同意を得ます。 

 

②その担当者は施設サービス計画の原案について、ご契約者に対して

説明し、同意を得た上で決定します。 

③施設サービス計画は、要介護認定有効期間に１回、もしくはご契約

者の要請に応じて変更の必要があるかどうかを確認し、変更の必要の

ある場合には、ご契約者と協議して施設サービス計画を変更します。 

④施設サービス計画が変更された場合には、ご契約者に対して書面を

交付し、その内容を確認していただきます。 

①当施設の介護支援専門員（ケアマネジャー）に施設サービス計画の原案作

成やそのために必要な調査等の業務を担当させます。 
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５．施設利用の留意事項 

 

 当施設のご利用にあたって、施設に入所されている利用者の共同生活の場としての快適性、安全性を

確保するため下記の事項をお守り下さい。 

（１）持ち込みの制限 

入所にあたり電気製品や大きな家具などお持込のご希望の際は職員にご相談ください。 

また危険物などの持ち込みは禁止されています。 

（２）面会 

面会時間   ３６５日 ９時から１７時３０分まで  

（３）外出・外泊（契約書第 21条参照） 

外出、外泊をされる場合は、事前にお申し出下さい。 

但し、外泊については、最長で月６日間とさせていただきます。 

（４）食事 

食事が不要な場合は前日までにお申し出下さい。前日までに申し出があった場合には、 

 喫食数に応じて精算されます。 

（５）施設・設備の使用上の注意（契約書第９条参照） 

○居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。 

○故意に又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊したり、汚したりし

た場合には契約者に自己負担により原状に復していただくか、又は相当の代価をお支払いいただく

場合があります。 

○ご利用者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合には利用

者の居室内に立ち入り必要な措置を取ることができるものとします。但し、その場合本人のプライ

バシー等の保護について十分な配慮を行います。 

○当施設の職員や他の入所者に対し迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を行うことは

できません。 

（６）喫煙 

 施設内の喫煙場所以外での喫煙はできません。  

 

６．損害賠償について（契約書第 10条、第 11条参照） 

  当施設において、事業者の責任によりご契約者またはご利用者に生じた損害について、事業者は速や

かにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします 

  ただし、その損害の発生について、ご契約者またはご利用者に故意又は過失が認められる場合には 

利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償責任を減じる 

場合があります。 

・・・・・見学は随時受け付けています。・・・・・・ 

以上 
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（別紙資料） 

 

特定施設入所者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護利用料金表 

基本単価                                     （単位：円） 

※負担割合が 

１割の入居者 
要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

サービス利用料金     

１日      ① 
１，８３０ ３，１３０ ５，４２０ ６，０９０ ６，７９０ ７，４４０ ８，１３０ 

介 護 保 険 給 付      

１日      ② 
１，６４７ ２，８１７ ４，８７８ ５，４８１ ６，１１１ ６，６９６ ７，３１７ 

自 己 負 担 額        

１日  ③＝①－② 
１８３ ３１３ ５４２ ６０９ ６７９ ７４４ ８１３ 

自 己 負 担 額        

１ヶ月（30日の場合） 

③×30 

５，４９０ ９，３９０ １６，２６０ １８，２７０ ２０，３７０ ２２，３２０ ２４，３９０ 

※負担割合が 

２割の入居者 
要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

サービス利用料金     

１日      ① 
１，８３０ ３，１３０ ５，４２０ ６，０９０ ６，７９０ ７，４４０ ８，１３０ 

介 護 保 険 給 付      

１日      ② 
１，４６４ ２，５０４ ４，３３６ ４，８７２ ５，４３２ ５，９５２ ６，５０４ 

自 己 負 担 額        

１日  ③＝①－② 
３６６ ６２６ １，０８４ １，２１８ １，３５８ １，４８８ １，６２６ 

自 己 負 担 額        

１ヶ月（30日の場合） 

③×30 

１０，９８０ １８，７８０ ３２，５２０ ３６，５４０ ４０，７４０ ４４，６４０ ４８，７８０ 

※負担割合が 

３割の入居者 
要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

サービス利用料金     

１日      ① 
１，８３０ ３，１３０ ５，４２０ ６，０９０ ６，７９０ ７，４４０ ８，１３０ 

介 護 保 険 給 付      

１日      ② 
１，２８１ ２，１９１ ３，７９４ ４，２６３ ４，７５３ ５，２０８ ５，４９１ 

自 己 負 担 額        

１日  ③＝①－② 
５４９ ９３９ １，６２６ １，８２７ ２，０３７ ２，２３２ ２，４３９ 

自 己 負 担 額        

１ヶ月（30日の場合） 

③×30 

１６，４７０ ２８，１７０ ４８，７８０ ５４，８１０ ６１，１１０ ６６，９６０ ７３，１７０ 

※上記利用料金に、各種加算は含まれておりません。 

 


